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はじめに

◎�本書は、消防設備士第７類の試験合格に必要な知識及び過去の試験問題をまとめた

ものです。

◎�試験問題は合計35問で構成されており、科目別の内容及び本書の章は次のとおりと

なっています。

試験問題の科目別の内容 問題 本書

筆記

消防関係法令（共通） ６問 第１章　消防関係法令（全類共通）

消防関係法令（７類） ４問 第２章　消防関係法令（第７類の内容）

電気に関する基礎的知識 ５問 第３章　電気に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

電気部分 ９問
第４章　警報器の構造・機能（電気部分）

第５章　警報器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　警報器の構造・機能（規格部分）

実技 鑑別等 ５問 第７章　実技／鑑別等

◎�合格基準は、筆記と実技で分かれています。

◎�筆記の合格基準は各科目毎に40％以上の点数で、かつ、全体の出題数の60％以上の

点数となっています。従って、ある科目の正解率が40％未満の場合は、他の科目全

て満点であっても不合格となります。

◎�実技の合格基準は、60％以上の点数となっています。実技は１つの問題について、

問いが２～３問程度出されている場合が多く、この場合は配点が細分化されます。

ただし、配点内容は公表されていません。

試験に

合格 ＝

筆記 合格基準

＋

実技 合格基準

全体で 60％以上

各科目 40％以上
60％以上

◎�試験に合格するためには、筆記及び実技の両方で合格基準に達していなければなり

ません。なお、実技は「写真・イラスト・図面等による記述式」となっています。

◎�各章では、項目を更に細かく区分し、各項目ごとにテキスト⇒過去問題⇒問題の正

解・解説、の順番に編集してあります。消防設備士第７類について、基礎知識がな

い読者の方は、テキスト⇔過去問題⇔正解・解説を見比べて、問題の中身を理解し

て下さい。

◎�基礎知識がついたら、過去問題を繰り返し解いて、必要な知識や数値を暗記する
ようにします。
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◎�過去問題の左端にある「□」はチェックマークを表しています。習熟度に応じてご

活用下さい。また、問題文の最後の［★］は頻出問題であることを表し、［改］は

法改正等に合わせて内容を一部変更していることを表しています。

◎�［編］は、複数の類似問題を編集部で１つの問題にまとめたものであることを表し

ています。

◎�「第１章　消防関係法令（全類共通）」使われている写真は、次のメーカーからご

提供いただいたものです。本文で表記している略称と会社名は、次のとおりです。

〈写真協力〉
　◇ヤマトプロテック…ヤマトプロテック株式会社

令和８年４月　消防設備士　編集部

一部免除について

◎�電気工事士の免状を所有している方は、受験申請時に「科目免除」を行うと、�

以下のアミ部分が免除となり、太枠部分の問題で受験することになります。

試験問題の科目別の内容 問題 本書

筆記

消防関係法令（共通） ６問 第１章　消防関係法令（全類共通）

消防関係法令（７類） ４問 第２章　消防関係法令（第７類の内容）

電気に関する基礎的知識 ５問 第３章　電気に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

電気部分 ９問
第４章　警報器の構造・機能（電気部分）

第５章　警報器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　警報器の構造・機能（規格部分）

実技 鑑別等 ５問 第７章　実技／鑑別等

◎�電気主任技術者の資格を有している方は、受験申請時に「科目免除」を行うと、�

以下のアミ部分が免除となり、太枠部分の問題で受験することになります。

試験問題の科目別の内容 問題 本書

筆記

消防関係法令（共通） ６問 第１章　消防関係法令（全類共通）

消防関係法令（７類） ４問 第２章　消防関係法令（第７類の内容）

電気に関する基礎的知識 ５問 第３章　電気に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

電気部分 ９問
第４章　警報器の構造・機能（電気部分）

第５章　警報器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　警報器の構造・機能（規格部分）

実技 鑑別等 ５問 第７章　実技／鑑別等
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◎�消防設備士 甲種第４類または乙種第４類の資格を有している方は、受験申請時

に「科目免除」を行うと、以下のアミ部分が免除となり、太枠部分の問題で受験

することになります。

試験問題の科目別の内容 問題 本書

筆記

消防関係法令（共通） ６問 第１章　消防関係法令（全類共通）

消防関係法令（７類） ４問 第２章　消防関係法令（第７類の内容）

電気に関する基礎的知識 ５問 第３章　電気に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

電気部分 ９問
第４章　警報器の構造・機能（電気部分）

第５章　警報器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　警報器の構造・機能（規格部分）

実技 鑑別等 ５問 第７章　実技／鑑別等

◎�消防設備士 甲種第１・２・３・５類または乙種第１・２・３・５・６類のいず

れかの資格を有している方は、受験申請時に「科目免除」を行うと、以下のアミ

部分が免除となり、太枠部分の問題で受験することになります。

試験問題の科目別の内容 問題 本書

筆記

消防関係法令（共通） ６問 第１章　消防関係法令（全類共通）

消防関係法令（７類） ４問 第２章　消防関係法令（第７類の内容）

電気に関する基礎的知識 ５問 第３章　電気に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

電気部分 ９問
第４章　警報器の構造・機能（電気部分）

第５章　警報器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　警報器の構造・機能（規格部分）

実技 鑑別等 ５問 第７章　実技／鑑別等

◎�その他、詳細については消防試験研究センターのHPをご確認ください。
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法令の基礎知識

◎�法令は、法律、政令、省令などで構成されている。法律は国会で制定されるもの
である。政令は、その法律を実施するための細かい規則や法律の委任に基づく規
則をまとめたもので、内閣が制定する。省令は法律及び政令の更に細かい規則や
委任事項をまとめたもので、各省の大臣が制定する。

◎�消防設備士に関係する法令をまとめると、次のとおりとなる。

消防設備士に関係する法令 本書の略称

法律 消防法 法

政令
消防法施行令 令、政令

危険物の規制に関する政令 危険物令

総務省令

消防法施行規則 規則

危険物の規制に関する規則 危険物規則

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 規格省令

漏電火災警報器の設置基準の細目について 設置基準細目
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◎�法令では、法文を指定する場合、条の他に「項」と「号」を使用する。

　 〔法令の例（途中一部省略）〕

５の条71 第 　消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等
又は特殊消防用設備等の工事（設置に係るものに限る。）又は整備のうち、政令で
定めるものを行ってはならない。

　 一 　第 10 条第４項の技術上の基準又は設備等技術基準に従って設置しなければな
らない消防用設備等

　 二 　設備等設置維持計画に従って設置しなければならない特殊消防用設備等

　　　　　　　　　　　　　　　（略）

８の条71 第 　消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊消防用設備等（以下この章
において「工事整備対象設備等」という。）の設置及び維持に関して必要な知識及
び技能について行う。

２ 　消防設備士試験の種類は、甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験とする。

３ 　消防設備士試験は、前項に規定する消防設備士試験の種類ごとに、毎年１回以上、
都道府県知事が行う。

４ 　次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種消防設備士試験を受けること
ができない。

　 一 　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機
械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者（当
該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）

　 二 　乙種消防設備士免状の交付を受けた後二年以上工事整備対象設備等の整備（第
17 条の５の規定に基づく政令で定めるものに限る。）の経験を有する者

　 三 　前二号に掲げる者に準ずるものとして総務省令で定める者

①

②

③

④

　　①第17条の５　１項。１項しかない場合は「第17条の５」と略す。
　　②第17条の５　１項１号または第17条の５　１号。
　　③第17条の８　２項。
　　④第17条の８　４項１号。

　　注意：本書では、条以降の「第」を省略して表記している。
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「特定主要構造部」に関する建築基準法の一部改正について

◎�建築基準法が一部改正され、令和４年６月17日に公布、その後、令和５年４月１

日から施行されました。

◎�最近の消防設備士の試験では、「特定主要構造部」という用語がよく使われてい

ますが、この用語は、今回の建築基準法の一部改正に伴い、使われ始めたもので

す。

◎�建築基準法の一部改正の概要は、次のとおりです。

◎�改正前は、大規模な建築物の場合は、原則「耐火建築物」とし、この耐火建築物

では、全ての主要構造部を耐火構造とすることとされていました。

◎�一部改正後は、耐火建築物においても火災時の損傷によって建築物全体への�

倒壊・延焼に影響がない主要構造部については、耐火構造等とすることを不要と

する、とされました。すなわち、主要構造部を２つに分けて、耐火構造に関する

２つの基準を適用することができる、ということになります。

◎�この内容を図解でまとめると、次のとおりです。

◎�損傷を許容する主要構造部では、耐火構造等を不要とすることから、部分的な木

造化などの混構造建築物等が可能となり、一方、損傷を許容しない主要構造部で

は、従来通り耐火構造であることが求められます。

◎�「特定主要構造部」とは、損傷を許容しない部分をいい、「損傷許容主要構造部

」とは、特定主要構造部を除く主要構造部の部分であり、損傷を許容する部分を

いいます。

◎�消防設備士に関係がある消防法施行令及び消防法施行規則では、現状の改正に沿

った範囲で「特定主要構造部」への名称の変更が行われましたが、法令の内容に
応じて「主要構造部」という用語が使われている部分もあります。例えば、施行
令第34条の３（大規模の修繕及び模様替えの範囲）では、「当該防火対象物の主
要構造部」としています。
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◎�試験問題においては、「特定主要構造部」への名称の変更が必要となる部分であっ

ても、「主要構造部」と出題されているケースも多く見受けられるため、「特定主

要構造部」への変更は、法改正後に新たに作成した問題を対象としている印象で

す（今後、修正される可能性があることはお含みおきください）。

◎�本書では、消防法施行令及び消防法施行規則においては、改正に沿って「特定主

要構造部」又は「主要構造部」としています。

◎�過去に出題された問題につきましては、内容に応じて「主要構造部」⇒「特定主

要構造部」に変更している場合もありますが、「主要構造部」のままである方が

適切と考えられる場合は、「主要構造部」としています。
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11．工事整備対象設備等の着工届

◎�甲種消防設備士は、法第17条の５（64P参照）の規定に基づく工事をしようと

するときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、総務省令で定め
るところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消
防長又は消防署長に届け出なければならない（法第17条の14）。

　〔解説〕�「法第17条の５の規定に基づく工事」とは、消防設備士でなければ行ってはなら
ない消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事である。また、甲種消防設備士�
は、消防用設備等の工事又は整備を行うことができるのに対し、乙種消防設備
士は消防用設備等の整備のみを行うことができる。従って、工事の着工届出は、
必然的に甲種消防設備士が行うことになる。

◎�法第17条の14の規定による届出は、別記様式第１号の７の工事整備対象設備等
着工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを
添付して行わなければならない（規則第33条の18）。

　①消防用設備等………�当該消防用設備等の工事の設計に関する図書で次に掲げる
もの

・平面図　　・配管及び配線の系統図　　・計算書

　②�特殊消防用設備等…�当該特殊消防用設備等の工事の設計に関する①に掲げる図
書、設備等設置維持計画等　※詳細は省略（編集部）

▶▶過去問題◀◀

【１】工事整備対象設備等の着工届に関する次の記述のうち、消防法令上、正しい
ものの組合せはどれか。

　　ア．甲種消防設備士のみ届け出の義務がある。
　　イ．工事に着手した日から10日以内に届け出なければならない。
　　ウ�．工事整備対象設備等着工届出書には、工事の設計に関する図書の写しを添

付しなければならない。
□　１�．ア、イのみ　　　２�．ア、ウのみ

３．イ、ウのみ　　　４．ア、イ、ウすべて
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【２】工事整備対象設備等の着工届について、消防法令上、正しいものは次のうち
どれか。

□　１�．防火対象物の関係者が、工事に着手しようとする日の 10 日前までに都道
府県知事に届け出る。

２�．甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の 10 日前までに消防長又
は消防署長に届け出る。

３�．甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の７日前までに消防長又は
消防署長に届け出る。

４�．防火対象物の関係者が、工事に着手しようとする日の７日前までに消防長
又は消防署長に届け出る。

【３】工事整備対象設備等の工事の届出について、消防法令上、正しいものは次の
うちどれか。

□　１�．甲種消防設備士は、消防用設備等の工事に着手しようとする場合、消防長
又は消防署長に必要な事項について届け出なければならない。

２�．防火対象物の関係者は、消防用設備等の工事に着手しようとする場合、消
防長又は消防署長に必要な事項について届け出なければならない。

３�．甲種消防設備士は、消防用設備等の工事に着手したときは、遅滞なく消防
長又は消防署長に必要な事項について届け出なければならない。

４�．防火対象物の関係者は、消防用設備等の工事に着手したときは、遅滞なく
消防長又は消防署長に必要な事項について届け出なければならない。

【４】工事整備対象設備等の着工届について、消防法令上、正しいものは次のうち
どれか。

□　１�．甲種消防設備士は、工事に着手しようとする場合、工事整備対象設備等着
工届出書を 10 日前までに都道府県知事に提出しなければならない。

２�．特定防火対象物の関係者は、工事に着手しようとする場合、工事整備対象
設備等着工届出書を 10 日前までに都道府県知事に提出しなければならない。

３�．甲種消防設備士は、工事に着手しようとする場合、工事整備対象設備等着
工届出書を 10 日前までに消防長又は消防署長に提出しなければならない。

４�．特定防火対象物の関係者は、工事に着手しようとする場合、工事整備対象
設備等着工届出書を 10 日前までに消防長又は消防署長に提出しなければな
らない。
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　３．（６）診療所…延べ面積300m2以上、または契約電流容量50A超。
　４．（６）幼稚園…延べ面積300m2以上、または契約電流容量50A超。
　５．（８）図書館…延べ面積500m2以上で、契約電流容量の基準はない。
　６．（８）美術館…延べ面積500m2以上で、契約電流容量の基準はない。
　７～９．（12）工場…延べ面積300m2以上で、契約電流容量の基準はない。
【５】正解４
　１�＆２．図書館と熱気浴場は、契約電流容量の基準がない。
　３．飲食店は延べ面積300m2以上。
　４．倉庫は延べ面積1,000m2以上。

２．漏電火災警報器の設置

◎�漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することがで

きるように設置するものとする（令第22条２項）。

◎�変流器は、警戒電路の定格電流以上の電流値（Ｂ種接地線に設けるものにあって

は、当該接地線に流れることが予想される電流以上の電流値）を有するものを設

けること（規則第24条の３　１項１号）。

◎�「警戒電路の定格電流」とは、当該防火対象物の警戒電路における最大使用電流

をいう。

◎�変流器は、建築物に電気を供給する屋外の電路（建築構造上、屋外の電路に変流

器を設けることが困難な場合にあっては、電路の引込口に近接した屋内の電路）

又はＢ種接地線で、当該変流器の点検が容易な位置に堅固に取り付けること（同

２号）。

◎�この規定により、変流器は原則として屋外に設けることとなる。これは、ラスモ

ルタル構造の外壁等では、電線が貫通する際に漏電発生の危険性が高いためであ

る。変流器を屋内に設置すると、壁等の内部に漏電が発生しても、それを検出で

きなくなる。



114

▶▶過去問題◀◀

【１】漏電火災警報器の設置基準に関する次の記述のうち、文中の（　）に当ては
まる語句として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

　�　「漏電火災警報器は、建築物の（　）に係る火災を有効に感知することができ
るように設置するものとする。」

□　１．Ｂ種接地線　　　　２．Ｄ種接地線
　　３．屋内電気配線　　　４．屋内及び屋外電気配線

【２】漏電火災警報器の変流器について、消防法令上、正しいものは次のうちどれ
か。ただし、Ｂ種接地線に設ける場合を除くものとする。［★］

□　１�．変流器は、警戒電路の定格電流の20％以上の電流値を有するものを設置す
る。

　　２�．変流器は、警戒電路の契約電流容量以上の電流値を有するものを設置する。
　　３．変流器は、警戒電路の定格電流以上の電流値を有するものを設置する。
　　４�．変流器は、警戒電路の公称作動電流値以上の電流値を有するものを設置す

る。

【３】漏電火災警報器の変流器に関する次の記述のうち、文中の（　）に当てはま

る語句の組合せとして、消防法令上、正しいものはどれか。

　�　「変流器は、警戒電路の（ア）電流以上の電流値（（イ）接地線に設けるものに

あっては、当該接地線に流れることが予想される電流以上の電流値）を有するも

のを設けなければならない。」

（ア） （イ）

□　１�． 負荷 Ｃ種

　　２． 負荷 Ｂ種

　　３． 定格 Ｂ種

　　４． 定格 Ｃ種
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19．交流の RLC 直列回路

◎ �RLC 直列回路とは、抵抗 R〔Ω〕、インダクタンス L〔H〕、静電容量 C〔F〕が

直列に接続されている回路をいう。

◎ �RLC 直列回路では、回路全体のインピーダンス Z が次のとおりとなる。

◎�誘導リアクタンス XL と容量リアクタンス XC の差の大きさを（合成）リアクタ

ンス X という。計算式で表すと次のとおりとなる。

X ＝ ¦ XL － XC ¦ ※ ¦　¦ は絶対値を表す記号。

【例�題】25〔Ω〕の抵抗、0.2〔H〕のコイル、150〔μF〕のコンデンサの直列回路

に、100〔V〕、50〔Hz〕の正弦波交流電圧を加えたとき、回路に流れる電流 I
〔A〕及び抵抗、コイル、コンデンサそれぞれの両端の電圧 VR、VL、VC〔V〕

を求めよ。

　�　回路全体のインピーダンス Z を求める公式を使う。ただし、円周率の取扱い等いずれ
も近似値とする。

　　R2 ＝ 25 × 25 ＝ 625
　　XL ＝ωL ＝ 2πfL ＝ 2 × 3.14 × 50 × 0.2 ＝ 62.8
　　XC ＝１／ωC ＝１／ 2πfC ＝１／（2 × 3.14 × 50 × 150 × 10－6）
　　　  ＝１／ 0.0471 ≒ 21.23
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　　（XL － XC）2 ＝（ωL －１／ωC）2 ＝（62.8 － 21.23）2 ≒ 1728

　　Z ＝  ＝  ≒ 48.5〔Ω〕　　　　　 625 ＋ 1728　　　2353

　　　　　　  V　　  100 
　　電流 I ＝ ── ＝ ─── ≒ 2.06〔A〕
　　　　　　  Z　　 48.5 
　　それぞれの両端の電圧は次のとおり。
　　VR ＝ R I ＝ 25 × 2.06 ＝ 51.5〔V〕
　　VL ＝ XL I ＝ωL I ＝ 62.8 × 2.06 ≒ 129.4〔V〕
　　VC ＝ XC I ＝（１／ωC）I ＝ 21.23 × 2.06 ≒ 43.7〔V〕

▶編集部より
　直流回路は、電圧・電流・抵抗の３要素で構成されている。しかし、交流回路はプラ
ス周波数という要素が加わる。この周波数が加わることで、コイルとコンデンサは、電
流を妨げる働きが異なってくる。
　一方で、次の等式が成り立つ（２番目は RLC 直列回路）。
　電圧＝（誘導リアクタンス XL または容量リアクタンス XC）×電流
　電圧＝インピーダンス Z ×電流
　交流回路では、直列回路における電圧・電流・抵抗の考え方がそのまま使える部分と、
交流特有の考え方が混在しているため、このことが理解を妨げている。これをクリアー
するためには、やはり問題を繰り返し解いて、「慣れる」ことが必要となる。

▶▶過去問題◀◀

【１】下図の交流回路全体におけるインピーダンスの大きさとして、正しいものは

次のうちどれか。［★］

□　１�．３Ω

　　２�．５Ω

　　３�．７Ω

　　４�．９Ω

【２】下図のRLC直列回路におけるインピーダンスZの値として、正しいものは次

のうちどれか。［★］

　　　　　　　　　　　　　□　１．16Ω
　　２．20Ω
　　３．28Ω
　　４．44Ω
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【２】正解１
　２�．Ｂ種接地線に変流器を設置する方式を「接地線方式」という。
　３�．回路方式と接地線方式は、変流器の設置箇所が異なるだけで、検知性能に差は生じ

ない。
　４．負荷回路の電線に変流器を設置する方式を「回路方式」という。

【３】正解５

４．変流器の構造と機能

◎�変流器は、地絡による漏えい電流を検出するためのもので、零相変流器とも呼ば

れる。変圧器の一種と考えることができる。
　〔用語〕地

ち

絡
らく

：大地と電気的に接続された状態。

◎�変流器は、環状鉄心に検出用二次巻線を施してケースに収めるか、型に樹脂を流

し込んで成形してある。

◎�中央の孔は電線の貫通孔で、漏電を検出しようとする電路の電線を挿入する。

◎�貫通孔には警戒電路の電線を挿入するが、配線が単相２線式（回路）の場合は�

２本、三相あるいは単相３線式（回路）の場合は３本、三相４線式（回路）の場

合は４本がそれぞれ対象となる。

◎�変流器は構造上、貫通形と分割形に分類される。分割形は、変流器を上下２つに

分割し、電線を挟み込んでから固定する。既に警戒電路の配線が取り付けられて

ある場合であっても、分割形であれば後から変流器を設置できる。

◎�いま、漏電点 g で漏えい電流 ig が流れ、変流器の環状鉄心に磁束Ф g が作用して

いるものとする。変流器の検出用二次巻線に発生する誘導起電力（誘起電圧）E�

は、次の式で表される。

E ＝ 4.44 f NФg

　�ただし、f ＝周波数〔Hz〕、N ＝二次巻線の巻回数〔回〕、Фg ＝磁束〔Wb〕とす

る。
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▲�変流器の外箱。「零相変流器」と表示
されている。

▶▶過去問題◀◀

【１】漏電火災警報器の変流器について、誤っているものを次のうちから３つ選び

なさい。［編］

□　１�．地絡漏洩電流を検出するもので、零相変流器とも呼ばれている変圧器の一

種である。

　　２�．環状鉄心に検出用の巻線が施してあり、常にこの巻線に起電力が誘起され

ていて、漏電が起こると、この起電力が減少又は零となり警報を発するもの

である。

　　３�．環状鉄心の形状から、一般的には貫通形と分割形の２種類があり、貫通形

は既設の警戒電路に容易に取り付けることができる構造となっている。

　　４�．環状鉄心の中央孔に通す警戒電路の電線は、警戒電路の配線が単相２線式

の場合は２本、単相３線式の場合は中性線を除く２本の電線を通すものであ

る。

　　５�．環状鉄心の中央孔に通す警戒電路の電線は、警戒電路の配線が単相２線式

回路の場合は２本、三相回路又は単相３線式回路の場合は３本全部の電線を

通すこと。

【２】漏電火災警報器の変流器について、誤っているものを次のうちから２つ選び

なさい。［編］［★］

□　１�．変流器は地絡漏洩電流を検出するもので零相変流器とも呼ばれ、一種の変

圧器である。

　　２�．変流器は環状鉄心に検出用一次巻線を施してケースに収めるか、樹脂でモ

ールドしてあるのが通常である。

　　３．使用する電路が単相でも三相でも同じ構造の変流器を使用する。

　　４�．変流器は貫通形と分割形があり、既設の電路には分割形が用いられる場合

が多い。

　　５．600V以下の交流回路に用いられる。
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13．変流器の取り扱い

◎�変流器の鉄心には鉄・ニッケル合金など高性能な材料が用いられているが、強い

衝撃や振動には弱いので取り扱いは十分注意する。

◎�一般に、クランプ式電流計などの計器用変流器は、二次側を開放したまま一次側

に電流を流すと、二次側に極めて大きな電圧が誘起され、感電の危険性が生じる。

◎�漏電火災警報器に用いる変流器も、同様に電路に設置した状態で二次側配線を開

放、放置することは危険であり、避けなくてはならない。

◎�分割形変流器は、合わせ目を食い違いのないようによく合わせて、かつ密着する

ようねじやパッチン錠を均等に十分締め付ける。食い違ったり、口があいたまま

設置すると、検出感度の低下につながる。更に、誤作動や誘導障害の要因となる

ことがある。また、分割された鉄心の合わせ部の磁気抵抗を最小にするための役

割もある。

▶変流器の二次側開放
◎�変流器は、警戒電路を貫通させた状態で、二次側の回路を開放させてはならない。

一次側電流I1が流れると、二次側電流I2が流れず、一次側電流は全て励磁電流

として回路に流れ込む。

◎�このとき、鉄心が飽和状態になると二次誘起電圧E2は過大となり、異常電圧と

なる。このときのE2を二次開放電圧という。

◎�二次開放電圧は過大であることから、二次巻線の絶縁破壊の原因となる。また、

鉄心が飽和状態となることで鉄損（鉄心部に生じる損失）が増大し、温度が高く

なることで巻線が焼損するおそれも生じる。

◎�通常、変流器を含む変圧器は、一次側と二次側で発生する起磁力（磁気回路に磁

束を生じさせる力）をほとんど打ち消し合っている（起磁力のうち励磁に用いる

のは１％程度）。

◎�ところが、二次側が開放されると、

一次側で発生する起磁力が打ち消

されずに、全て励磁のために使われ�

る。この大きすぎる起磁力により鉄

心が飽和して、二次誘起電圧E2が

過大となる。

◎�そのため、変流器の二次側配線を外

す場合は、必ず短絡させておく。
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▶▶過去問題◀◀

【１】漏電火災警報器を修理するため、変流器の二次側配線を受信機の端子から外

す場合、変流器の二次側を短絡させておくが、その理由として、最も不適当なも

のは次のうちどれか。

□　１�．変流器の絶縁が破壊されるおそれがあるから

　　２�．二次側に過大な起電力が生じるおそれがあるから

　　３�．一次側起磁力と二次側起磁力との平衡が保たれず、鉄心の磁束が過大にな

るから

　　４�．一次側に過大な電流が流れるおそれがあるから

【２】漏電火災警報器を修理するため、変流器の二次側配線を受信機の端子から外

す場合、変流器の二次側を短絡させておくが、その理由として、最も適当なもの

は次のうちどれか。

□　１�．変流器に帯磁するおそれがあるため

２�．二次側に高電圧が生じるおそれがあるため

３�．一次側の起磁力が過大になるおそれがあるため

４�．一次側に誘導電流が流れるおそれがあるため

【３】漏電火災警報器の変流器に関する次の記述のうち、適当なものの組合せはど

れか。［編］
　　ア�．変流器の出力（二次側）端子を開放したまま一次側に電流を流すと、二次

側端子に高電圧が発生するので、あらかじめ二次側端子をショートさせてお

くなどの措置をとる。

　　イ�．変流器の鉄心は、強い衝撃や振動で特性が変化しやすいため、取扱いに十

分注意する必要がある。

　　ウ�．中央の貫通孔には、回路方式の変流器において、配線が単相２線式の場合

は２本、三相又は単相３線式の場合は３本、三相４線式の場合は４本の電線

を挿入する。

　　エ�．分割形変流器は、分割された鉄心の合わせ部の磁気抵抗を最小にするため、

合わせ面同士が密着するよう、ねじやパッチン錠を完全に締めておく必要が

ある。

□　１�．ア、イ、ウのみ　　２．ア、ウ、エのみ

　　３．イ、ウ、エのみ　　４．ア、イ、ウ、エすべて
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５．機器の表示

▶変流器の表示
◎�変流器には、次の各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように

表示しなければならない（規格省令第９条１項）。

①漏電火災警報器変流器という文字
②届出番号
③屋外型又は屋内型のうち該当する種別
④定格電圧及び定格電流
⑤定格周波数
⑥単相又は三相のうち該当するもの
⑦設計出力電圧
⑧製造年
⑨製造者名、商標又は販売者名
⑩極性のある端子にはその極性を示す記号

▶受信機の表示
◎�受信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項をそ

の見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない（同第９条２項）。

①受信機本体
　イ　漏電火災警報器受信機という文字
　ロ　届出番号
　ハ　定格電圧
　ニ　電源周波数
　ホ　公称作動電流値
　ヘ　作動入力電圧
　ト　製造年
　チ　製造者名、商標又は販売者名
　リ　集合型受信機にあっては、警戒電路の数
　ヌ�　端子板には、端子記号（電源用の端子にあっては、端子記号及び交流又は直流

の別）並びに定格電圧及び定格電流
　ル　部品には、部品記号（その付近に表示した場合を除く。）
　ヲ　スイッチ等の操作部には、「開」、「閉」等の表示及び使用方法
　ワ　ヒューズホルダには、使用するヒューズの定格電流
　カ　接続することができる変流器の届出番号
　ヨ　その他取扱い上注意するべき事項



304

②音響装置
　イ　交流又は直流の別
　ロ　定格電圧及び定格電流
　ハ　製造年
　ニ　製造者名又は商標
　ホ　極性のある端子には、その極性を示す記号

▶▶過去問題◀◀

【１】漏電火災警報器の変流器に表示しなければならない事項として、規格省令上、

誤っているものは次のうちどれか。［★］

□　１�．届出番号	 　　２．定格周波数

　　３．設計出力電圧	 　　４．接続することができる受信機の届出番号

【２】漏電火災警報器の受信機本体に表示しなければならない事項として、規格省

令上、定められていないものを次のうちから２つ選びなさい。［編］

□　１�．型式番号	 　　２．届出番号

　　３．電源周波数	 　　４．公称作動電流値

　　５．作動入力電圧	 　　６．設計出力電圧

７．製造年

【３】漏電火災警報器の音響装置に表示しなければならない事項として、規格省令

に定められていないものは次のうちどれか。

□　１．交流又は直流の別　　２．接続することができる受信機の届出番号

　　３．製造年　　　　　　　４�．定格電圧及び定格電流

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解４
【２】正解１＆６
　１�．現在の法令では、「型式番号」は受信機本体に表示しなければならない事項として

定められていない。「型式番号」はかつての検定品に付されており、現在の自主表示
品は「届出番号」となっている。届出番号は、国が定めた基準等に適合していること
を製造業者自ら確認し、総務大臣に届け出た際に付される番号である。

６．「設計出力電圧」は、変流器に表示しなければならない事項である。
【３】正解２
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５．受信機

▶▶過去問題◀◀

【１】写真は、漏電火災警報器の受信機の一部を示したものである。次の各設問に

答えなさい。［★］

□　１�．この受信機は、変流器を複数接続することができるが、この受信機の名称

を答えなさい。

　　２�．矢印で示す装置の名称を答えなさい。また、この装置で設定する値の名称

を答えなさい。

　　３�．Ｂ種接地線に設置した変流器を、この受信機の警戒電路１に接続した場合、

この写真の設定値（100mA）は適切であるか答えなさい。

【２】写真は、漏電火災警報器の受信機を示したものである。次の各設問に答えな

さい。［★］

□　１�．矢印で示す部分の名称及び目的を簡記しなさい。

　　２�．この受信機に接続できる変流器の最大数を答えなさい。また、このような

受信機を何というか答えなさい。
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【３】写真は、漏電火災警報器の受信機の一部を示したものである。次の各設問に

答えなさい。

□　１�．この受信機に接続できる変流器の最大数及びこの受信機の名称を答えなさ
い。

２�．矢印で示す装置の名称を答えなさい。
３�．次のア～ウのうち、この受信機に付されている表示として、消防法令上、

正しいものを記号で答えなさい。

　　　　　　  ア イ ウ
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